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個人情報保護委員会事務局

特定個人情報保護評価に関する規則の 一部を改正する規則及び特定個人

情報保護評価指針の 一部を改正する件の関連資料の掲載等について （周知 ）

今般、 行政手続における特定の 個人を識別 する ための番号の利用等に関する

法律 （平成25年法律第27号 ） 第27条第2項に基づく特定個人情報保護評価指

針 （平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第 4 号。 以下「指針」という。） の再

検討の結果、 指針及び特定個人情報保護評価に関する規則 （平成 26 年特定個人

情報保護委員会規則第1号。 以下「規則」という。） を改正しました。 下記のお

り当委員会ウェブサイト等に関係資料を掲載 しましたの で、 お知らせします。

教育委員会その他の執行機関、貴都道府県内の指定都市を除く市町村（特別区

を含む。以下同じ。）、貴都道府県に関係する 一部事務組合及び広域連合等の特別

地方公共団体並びに地方独立行政法人等の関係団体に対しても 、 周知いただ＜

ようお願いします。市町村へ周知いただく際は、市町村より、 当該市町村の教育

委員会その他の執行機関、 当該市町村に関係する 一部事務組合及び広域連合等

の特別地方公共団体並びに地方独立行政法人等の関係団体にも周知いただくよ

う 、 依頼をお願いします。

なお、今後 、今回の規則改正及び告示改正の趣旨及び内容に関する説明会を開

催する予定です。 詳細は別途御連絡します。

また 、特定個人情報保護評価書を公表している全ての評価実施機関は、特定個

人情報保護評価指針の 一部を改正する件 （令和6年 個人情報保護委員会告示第

1号。 以下「改正告示」という。） 附則第1条 ただし書に規定する施行期日 （令

和6年10 月 1日）以降、令和8年3月 31日まで（附則第2条第3項に規定する

経過措置の終了まで）の間に 、新様式を用いた基礎項目評価書を再提出する必要

がありますの で、計画的な準備をお願いします。 なお、新様式を用いた基礎項目

評価書の実施状況について は、施行日以降、調査を実施する予定です。改正後の






